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～環境保護と地方自治体の役割～
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　大量生産、大量消費、大量廃棄の使い捨ての生活スタイルから、
ライフスタイルを見直し持続可能な社会の構築が必要となっている。
行政主体による廃棄物処理は、毎日あたりまえのように繰り返され
てきているが、今後、環境保全・持続可能な社会を構築するには、
行政の力だけではなく地域や地域住民の力が必要不可欠となる。	  
　一方、労働組合として合理化のなか業務委託が進んでいく実態
を踏まえて、新しい私たちの働き方として、日々の収集業務のなか
で環境行政の最前線で地域や地域住民と接している私たちが、地
域や地域住民のなかにある「政策情報」を収集し自治体政策を企
画・立案することで合理化や業務委託に歯止めをかけるとともに、
市民協働のコディネーター役を目指す。また、収集業務の改革を
通じて、縦割りを乗り越えて高齢者福祉や子ども政策などどの連携
も模索する。	  

環境保護と地方自治体の役割



	  
	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  
	  
	  
	  

　

八王子市の概要

八王子市は、東京都心から西へ約40キロメートル、新宿
から電車で約40分の距離に位置しています。地形はお
おむね盆地状で、北・西・南は海抜200メートから800メー
トルほどの丘陵地帯に囲まれ、東は関東平野に続いて
います。
　大正6年の市制施行から90年を経た現在は人口5６万
人の多摩地区の中核都市
として、21の大学を抱えた
学園都市として、発展を続
けています。２０１５年４月に
中核市に移行される。



	  
　１９００年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が	  
　元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置	  
　付けられている。	  
	  
　　　・１９５４年に清掃法に改正された。	  
　　　・１９６０年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄による	  
　　　　ごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問に	  
　　　　なってきた。	  
　　　・１９７０年の公害国会において、清掃法全面的に改める形で廃棄物の処理及	  
　　　　び清掃に関する法律が成立した。	  
　　　・１９７６年には改正され、『措置命令規定の創設』、『処理記録の保存』、『敷	  
　　　地内埋立禁止』などが定められた。	  
　　　・１９９０年代には、大きく３回の改正が行われた。	  
	  
	  

　　	  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律



循環型社会に向けた国や都の動向	  
八王子市の計画の位置づけ



循環型社会に関する法体系

２０００年４	  
完全施行

２００１年４	  
完全施行

２００１年５	  
完全施行

２００２年４	  
完全施行

２００５年１	  
完全施行

２０１３年４	  
完全施行

１９９４年８完全施行

２００１年１完全施行

１９７１年９完全施行 １９９１年１０完全施行

２００１年４完全施行



家庭系ごみ・資源物処理の流れ
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八王子市ごみ処理基本計画 

リサイクルマスコット「クルリ」です	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

持続可能な社会  

循環型社会   ⾃自然共⽣生社会*  

低炭素社会  

安全が確保される社会  



ごみ排出量等の実績と目標



技能労務職とは

	  

	  

　　　　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  

　　　　　　　　　　	  
　　　　　　　	  

地方公務員

特別職[知事・市町村長・議員など]

一般職 一般行政職　事務職・技術職

技能労務職　清掃・用務員・調理員	  
　　　　　　　　  警備・運転手・道路整備	  

地方公務員法５７条　単純な業務に雇用さ
れる者、　その他の職務と責任の特殊性
に基づいて、この法律に対する特例を必
要とするものについては、別の法律で定め
る・・・



技能労務職の賃金は同じ仕事をしている民間労働者より
もはるかに高い、高い賃金に見合った仕事はしていない。	  

技能労務職の担っている仕事は公務員がやる必要がなく、
より安上がりな民間企業などでも同じ仕事ができるはずで
ある。	  

技能労務職を取り巻く状況

技能労務職　地方公務員法５７条　単純作業	  

合理化・業務委託が進められる	  

	  
総務省・財務省など地方交付金削減などの圧力で技能労
務職の採用抑制	  
	  



安易な民間委託

民間企業に委託するのは行政サービスに必要な設備や技術
が公務部門になく、民間企業に技術や設備、サービスの活用
にあるはず、しかし、最近の民間委託の大きな要因は減量経
営、効率化、安上がり行政の手法として使われている。	  
	  
　・さいたま県ふじみの市プールでの死亡事故	  
　・東京都国分寺市の契約期間中の廃棄物回収を放棄	  
	  
安上がりで、民間委託することによって、しわ寄せは公共民間
労働者の低い賃金・労働条件となっている。	  
	  
※官制ワーキングプア・ブラック企業を生み出している！



　 一般職 技能職
合計

　 事務系 技術系 計 収集運搬 中間処理 最終処分 その他 計

八王子市 65	 54	 119	 299	 39	 0	 0	 338	 457	

立川市 21	 5	 26	 3	 6	 0	 0	 9	 35	

武蔵野市 13	 8	 21	 25	 4	 0	 0	 29	 50	

三鷹市 10	 2	 12	 4	 0	 0	 0	 4	 16	

青梅市 13	 0	 13	 24	 3	 0	 0	 27	 40	

府中市 32	 0	 32	 18	 3	 0	 0	 21	 53	

昭島市 10	 3	 13	 15	 12	 0	 0	 27	 40	

調布市 19	 0	 19	 24	 0	 0	 0	 24	 43	

町田市 33	 31	 64	 98	 51	 1	 4	 154	 218	

小金井市 43	 0	 43	 7	 0	 0	 0	 7	 50	

小平市 13	 0	 13	 5	 0	 0	 0	 5	 18	

日野市 9	 9	 18	 0	 9	 0	 0	 9	 27	

東村山市 21	 1	 22	 0	 9	 0	 0	 9	 31	

国分寺市 24	 0	 24	 12	 15	 0	 0	 27	 51	

国立市 10	 0	 10	 0	 2	 0	 1	 3	 13	

福生市 6	 0	 6	 0	 1	 0	 0	 1	 7	

狛江市 7	 0	 7	 0	 0	 0	 0	 0	 7	

東大和市 6	 0	 6	 0	 0	 0	 0	 0	 6	

清瀬市 6	 0	 6	 12	 0	 0	 0	 12	 18	

東久留米市 7	 0	 7	 24	 0	 0	 0	 24	 31	

武蔵村山市 5	 0	 5	 0	 0	 0	 0	 0	 5	

多摩市 14	 4	 18	 0	 0	 0	 4	 4	 22	

稲城市 4	 0	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 4	

羽村市 6	 0	 6	 0	 0	 0	 0	 0	 6	

あきる野市 4	 0	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 4	

西東京市 9	 0	 9	 57	 0	 0	 0	 57	 66	

瑞穂町 4	 0	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 4	

日の出町 2	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 2	

桧原村 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 1	

奥多磨町 1	 1	 2	 0	 2	 1	 0	 3	 5	

合計 418	 118	 536	 627	 156	 2	 9	 794	 1,330	

三多摩地区の技能労務職の状況



	  
	  

２００４年１０月ごみの有料化・戸別収集で職場を活性化！

最終処分場の逼迫により、多摩地域での、ごみ
減量に向けた有料化の動き	  

２００３年９月、組合との協議もなくプレス発表	  

協議や検討もされないままの決定に反対姿勢	  

しかし、市民に発表した以上、現実問題として対
応せざるを得ない状況に追い込まれた。	  

労使で『清掃事業あり方検討会』を立ち上げ協議	  

労働条件と政策協議の二本柱	  



　	  
	   地域実態を把握した現場職員による市民への説明	  

町会・自治会説明会　１７００回	  

戸別収集の対象となる住宅へ１軒１軒訪問	  

ごみ出しする位置の確認と趣旨説明	  

自分たちの仕事の重要性を知るきっかけになる	  

管理職対応は市民から批判（融通が利かない・現状を知らない）



現場の職員が市民からの苦情や質問に、その場で答えてい
くことで、市民との関係性を築き上げられた

現場の職員の自信ややりがいとつながった

単なる収集作業だけでなく、市民とのコミュニケーションがとれ
る職員になった。

有料化・戸別収集の実施に合わせて、現場職員全員に現場で
の、ごみや資源の分別・指導・助言の資格が与えられた。	  
市の組織としても、現場主義の体制が整えられた。	  

現場が市民サービスを考えて、しっかりと関わっていくことで、市
民の理解につながる。単に技能労務職の人員削減をすればい
いと言う、市当局の考え方も薄れた。





ふれあい収集の実施

２０００年頃から組合が市当局に提案す
るも、それは福祉事業にあたるとして市
当局は、その必要性を否定した。	  

有料化・戸別収集の実績が評価されて、
２００６年７から実施

介護保険法に基づき	  
要介護４・５	  
身体障害者手帳１、２級	  
市長が認めたもの





２００７年１０月粗大ごみポイントシール制導入の提案

従量制の廃止により直営収集の意義がない

収集の民間委託化

収集経験を活かしての粗大ごみ受付業務への転換

生活保護受給者・高齢者世帯への対応

	  
粗大ごみ受付センターを清掃事業所及び清掃工場との調整
機能を持った、ごみに関する総合的な相談・対応窓口とする
『ごみ総合センター』とし、課に位置づける。また、現場主義に
基づく『ごみ処理基本計画』実現のための施策展開をしていく。	  



ごみ減量対策課の行政職が現在担っている業務範囲を見直
し、役割分担及び連携体制の再構築をして行う。

センター中心として各部署の職員が情報の共有化と共通認
識を持って業務に当たれる体制を整備していくとともに、市民
及び民間事業者との役割分担と質を維持する管理体制の構
築等より効率的な事業展開をしていく。	  

常に現場の状況、実態を踏まえるという感覚・意識を持って、
資源循環型社会の形成に向け、市民及び事業者の意識向上	  
と市民協働の推進を図っていく。





	  
	  

２０１０年１０月容器包装プラスチック資源化拡大

可燃ごみは有料化以降、約３０％の減量を維持してい
たが、不燃ごみは増加傾向にあり、組成分析の結果を
見ると６０％がプラスチックであった。	  

２００９年労使で検討会を立ち上げ協議	  

自分たちの仕事に付加価値をつけることができる仕
事、市の職員だからこそできる仕事（単なる収集から
の脱却）	  

現場職員の学習会	  

市当局に逆提案し、可燃ごみ収集からプラスチック収
集に転換	  



　	  
	  

現場職員による市民への説明	  

モデル収集実施	  

収集時の指導・啓発	  

容器リサイクル法に基づく回収・品質の高い
プラスチックの回収の実現	  

容器包装プラスチックの収集を通じて現場職員全、資源化の
意識や環境に関する意識が向上した。	  
単なる収集作業だけでなく、市民とのコミュニケーションがとれ
る職員になった。



自治労現業評価委員会

・住民と自治体にインターフェースである	  
	  
・専門性を活かした現場力・実践力の発揮	  
	  
・縦割り行政を払拭する総合性の発揮





















子ども

地域

高齢者	  
障がい者

環境



ご静聴ありがとうございました。


